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聖籠町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

令和２年３月１３日 

                聖籠町長  西 脇 道 夫 

聖籠町条例第６号 

聖籠町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 聖籠町職員の服務の宣誓に関する条例（昭和３０年聖籠町条例第４号）の一

部を次のように改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服務の宣

誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをするこ

とができる。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


